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�愛媛県告示第４５７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市港新地土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和２年４月２４日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４５８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

四国中央市川之江地区土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年４月２４日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�愛媛県告示第４５９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和２年４月２４日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘
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役員の種類 氏 名 住 所

理 事 田 坂 新 吾 西条市樋之口１４７番地の５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 宮 嶋 英 忠 西条市本町９４番地

監 事 山 地 啓 三 西条市古川甲２２２番地

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２中局建（開）第２号

令和２年４月１５日
伊予郡松前町大字中川原字�西９７１番６、９７１番７

伊予郡松前町大字筒井５１８番地
エルフォート Ａ棟２０２
村 主 隆 浩
村 主 由 江

毎週（火・金）曜日発行 第９９号 令和２年４月２４日

令和２年４月２４日金曜日 第９９号

愛 媛 県 報
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監査委員告示

公営企業告示

�愛媛県監査委員告示第２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第１項の規定に

よる協議が調ったので、同条第２項の規定に基づき次のとおり告示

する。

令和２年４月２４日

愛媛県監査委員 永 井 一 平

同 越 智 忍

同 森 � 康 行

同 � 橋 正 浩

�愛媛県告示第４６０号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和２年４月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年４月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年４月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県公営企業告示第２号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和２年４月２４日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２６）第１３０１４号 平成２７年
３月１５日 大本建築 大本 義男 喜多郡内子町内子４１９５ 令和２年

３月１２日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２８）第９１３０号 平成２８年
６月１９日 谷口工業 谷口 恵 西予市明浜町狩浜２－２１

８
令和２年
３月１９日

建築工事業
鋼構造物工事業

建設業の廃止
（事業継承）

（般－２７）第７３８２号 平成２７年
１１月１０日 �本田商事 本田 定 大洲市白滝甲１４１０－１ 令和２年

３月３０日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 嵐田之浜岩松線

宇和島市津島町北灘丁１６１２－５から

同町北灘１２号１番１地先まで
旧 ４．６～７．０ ０．１１８

宇和島市津島町北灘丁１６１２－１５から

同町北灘１２号１番７まで
新 ５．３～１１．２ ０．１１８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 嵐田之浜岩松線
宇和島市津島町北灘丁１６１２－１５から

同町北灘１２号１番７まで
令和２年４月２４日

包 括 外 部 監 査 人 矢 野 和 弘 の

監 査 の 事 務 を 補 助 す る 者

監 査 の 事 務 を

補 助 で き る 期 間氏 名 住 所

山 崎 泰 志
香川県高松市昭和町２丁目５
番３－１０１号Ｊ．ＣＲＥＳＴ
高松昭和町

令和２年４月２４日から
令和３年３月３１日まで

森 本 隆 夫 愛媛県松山市持田町２丁目３
番１９号サーパス持田町２０３

令和２年４月２４日から
令和３年３月３１日まで

愛 媛 県 報令和２年４月２４日 第９９号

３３５



警察本部告示

雑 報

�愛媛県警察本部告示第１号
愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第

１項の規定により、口頭による開示請求をすることができる個人情

報を次のとおり定め、告示の日から施行し、愛媛県個人情報保護条

例第２７条第１項の規定による口頭による開示請求をすることができ

る個人情報（平成１８年１０月愛媛県警察本部告示第２号）は、廃止す

る。

令和２年４月２４日

愛媛県警察本部長 篠 原 英 樹

�公 告

環境影響評価方法書について

環境影響評価法（平成９年６月１３日法律第８１号）第５条第１項の

規定により、次の対象事業について環境影響評価方法書（以下「方

法書」という。）を作成したので、同法第７条の規定により、次の

とおり公告します。

また、方法書について、環境の保全の見地からの意見を書面によ

り提出することができます。

なお、新型コロナウィルスの感染拡大防止が求められる現在の状

況は、同法第７条の２第４項の規定に該当し、方法書説明会を開催

することができませんが、縦覧期間中に、関係地域内において資料

を回覧し、方法書の記載事項を周知します。

令和２年４月２４日

株式会社瀬戸ウィンドヒル

代表取締役 松 田 裕 士

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 名 称 株式会社瀬戸ウィンドヒル

� 代表者 代表取締役 松田 裕士

� 所在地 愛媛県西宇和郡伊方町三机乙４３６７番地６

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名 称 （仮称）瀬戸ウィンドヒル建替え事業

� 種 類 風力発電所の設置の工事の事業（陸上）

� 規 模 総出力 最大１６，８００キロワット

３ 対象事業が実施されるべき区域

愛媛県西宇和郡伊方町

４ 関係地域の範囲

愛媛県西宇和郡伊方町

５ 方法書及び要約書の縦覧場所、期間及び時間

� 縦覧場所

愛媛県県民環境部環境局環境政策課（愛媛県松山市一番町四

丁目４番地２）

伊方町役場 本庁舎 （愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９３番１）

伊方町役場 瀬戸支所（愛媛県西宇和郡伊方町三机乙３００３番

地６）

伊方町役場 三崎支所（愛媛県西宇和郡伊方町三崎６９２番地）

� 縦覧期間

令和２年４月２４日（金）から令和２年５月２９日（金）まで

（土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定す

る休日及び閉庁日は除く）

� 縦覧時間

午前８時３０分から午後５時１５分まで（開庁時間に準ずる）

なお、方法書の電子版は当社ホームページ（http://www.seto

-windhill.co.jp/）において、令和２年４月２４日（金）から令和

２年５月２９日（金）まで閲覧いただけます。

６ 方法書についての意見書の提出期限及び提出先並びに意見書に

記載すべき事項

� 提出期限

令和２年６月１５日（月）まで

� 提出先

〒２２０－８４０１ 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目３番

１号

三菱重工横浜ビル２１階（三菱重工業株式会社風力エナジー部

気付）

株式会社瀬戸ウィンドヒル（担当 森、小間）

電話 ０４５－２００－７７３６

� 提出方法 郵送（当日消印有効）又は縦覧場所に設置された

意見書箱への投函による

� 意見書に記載すべき事項

ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

随意契約に係る物品等の
名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

愛媛県立病院統合医療情報
システム（今治病院分）一
式

愛媛県公営企業管理局
総務課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和２年３月２７日
富士通グループ
代表企業 富士通株式会
社松山支店
松山市永代町１３番地

９，５３４，５３６円
（月額）

地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項の規定による

口頭による開示請求をすることができる個人
情報の内容

口頭による
開示請求を
することが
できる期間

口頭による
開示請求を
することが
できる場所試験等の名称 開示する内容

警察官（高校卒程
度）任命権者選考 得点及び順位

合格発表の
日から１月
間

警務部警務
課

警察官（大学卒）
任命権者選考 得点及び順位

合格発表の
日から１月
間

警務部警務
課

警察職員（初級）
任命権者選考 得点及び順位

合格発表の
日から１月
間

警務部警務
課

警察職員（上級）
任命権者選考 得点及び順位

合格発表の
日から１月
間

警務部警務
課

少年補導職員任命
権者選考 得点及び順位

合格発表の
日から１月
間

警務部警務
課

警察官（選考職）
採用試験

総合得点、総合順位並びに
一定の基準に達しない試験
科目名及び検査種目名

合格発表の
日から１月
間

警務部警務
課

警察職員（選考
職）採用試験

総合得点、総合順位並びに
一定の基準に達しない試験
科目名及び検査種目名

合格発表の
日から１月
間

警務部警務
課

警察事務補助職員
（会計年度任用職
員）採用試験

総合得点、総合順位並びに
一定の基準に達しない試験
科目名及び検査種目名

合格発表の
日から１月
間

警務部警務
課及び受験
警察署

駐車監視員資格者
講習修了考査・認
定考査

得点
合格発表の
日から１月
間

交通部交通
指導課

愛 媛 県 報令和２年４月２４日 第９９号
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正 誤

の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

イ 意見書の提出の対象である方法書に記載された対象事業の

名称

ウ 方法書についての環境の保全の見地からの意見（日本語に

より、意見の理由を含めて記載すること。）

�正 誤

令和２年４月１０日付け第９５号愛媛県労働委員会告示第１号（あっ

せん員候補者の公示）中

ページ 箇 所 誤 正

３０４
表
現職又は地位欄
上から３段目

法文学研究科教授 大学院人文社会科学研
究科教授

令和２年４月２４日 発行

愛 媛 県 報令和２年４月２４日 第９９号

３３７


